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在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
に
配
置
さ
れ
て
い
た
日
本
画
の
消
息
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
説
明
に
関
す
る
再
質

問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
八
九
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

外
務
省
が
一
九
九
二
年
に
購
入
し
、
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
に
配
置
さ
れ
た
後

に
所
在
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
日
本
画
「
潮
の
舞
」
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
、
「
潮
の
舞
」
の
消
息
を
調
べ
る
べ

く
調
査
（
以
下
、
「
調
査
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
報
告
が
昨
年
四
月
八
日
に
外
務
本
省
に
対
し
て
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
前
回
質
問
主
意
書
で
、
本
年
二
月
四
日
現
在
、
「
調
査
」
に

つ
い
て
の
新
た
な
報
告
は
な
さ
れ
て
い
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
大
使
館
か
ら
外
務
本
省
に
対

し
、
例
え
ば
、
平
成
二
十
年
六
月
五
日
に
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
『
潮
の
舞
』
の
所
在
に
関
す
る
有
力
な
情
報
は
得
ら

れ
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答
弁
に
あ
る
、
「
潮
の
舞
」
の
所
在
に
関
す
る
報
告
は
、
ど
の
様
な
方

法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
か
。
右
は
公
電
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
。

二

一
で
、
公
電
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
な
ら
、
そ
れ
が
外
務
本
省
に
到
着
し
た
日
、
時
、
分
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

一
の
報
告
で
は
、
「
潮
の
舞
」
の
所
在
に
関
し
て
ど
の
様
な
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

一



四

「
大
使
館
」
に
お
い
て
、
「
潮
の
舞
」
の
所
在
を
突
き
止
め
る
べ
く
、
日
々
ど
の
様
な
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

五

本
年
二
月
二
十
五
日
現
在
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
当
局
よ
り
「
潮
の
舞
」
の
所
在
に
つ
い
て
何
ら
か
の
情
報
を
得
ら
れ
て
い

る
か
。

六

外
務
省
と
し
て
、
い
つ
ま
で
「
調
査
」
を
続
け
る
考
え
で
い
る
か
。
あ
る
時
点
を
目
処
に
、
右
「
調
査
」
を
打
ち
切
る
考

え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


